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　　　　告　　　示（第383号・第384号）

○水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体の指定の一部改

　正� （河　川　課）……………１

○福岡県の特産民芸品の指定� （観光政策課）……………１

　　　　公　　　告

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………１

○落札者等の公示� （県民情報広報課）……………２

○平成29年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験の実施

� （高齢者地域包括ケア推進課）……………２

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………３

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………３

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………３

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施� （警察本部生活保安課）……………４

○警備員指導教育責任者講習の実施� （警察本部生活保安課）……………６

○機械警備業務管理者講習の実施� （警察本部生活保安課）……………８

○警備業法第23条に規定する検定の実施� （警察本部生活保安課）……………９

　福岡県告示第383号

　水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体の指定（平成18年３月福岡県告示

第643号）の一部を次のように改正する。

　　平成29年５月30日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　�「糸田町」の次に「、川崎町」を加える。

　福岡県告示第384号

　福岡県の特産民芸品を次のように指定したので告示する。

　　平成29年５月30日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成29年５月30日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

筑紫野市武蔵三丁目311番１、311番６の一部、311番17及び315番11の一部並びにこ

れらの区域内の道路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

目　　　次

告　　　示

名　称 今宿人形

伝統的な技術又は技法

⑴　原型を基に型枠を作ること。
⑵　粘土をよくこね、のべ棒で薄く伸ばすこと。
⑶　型に粘土を詰め、指で型に押しこむこと。
⑷　乾燥させ、粘土を型から抜き、へらにて整形すること。
⑸　八百度ないし九百度にて焼くこと。
⑹　顔料で彩色すること。
⑺　胡粉と膠

にかわ

をといたものを塗り、布で磨いてつやを出すこと。
⑻　彩色は、原色を主体にして今宿人形独特の色合いに仕上げる

こと。
伝統的に使用されてき
た原材料 粘土、膠、顔料

製造される地域 福岡市

公　　　告
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2 大野城市大字牛頸442番地１

山上　壽美子

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成29年５月30日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称

　　全戸配布広報紙の製作及び配送業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部県民情報広報課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成29年４月21日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　福博綜合印刷株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市博多区堅粕三丁目16番36号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　51,767,116円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公示日

　　平成29年３月10日

　公告

　平成29年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験を次のように実施する。

　　平成29年５月30日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　受験資格

試験は、「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」（平成18年５月22日

老発第0522001号厚生労働省老健局長通知）の別添介護支援専門員実務研修受講試験事

業実施要綱３に定める者が、受験することができる。

２　試験

　⑴　方法

　　　試験は、筆記試験の方法により実施する。

　⑵　試験の期日、開始時間及び場所

　⑶　試験の内容及び問題数

試験の内容及び問題数は次のとおりとし、その他詳細については、別に公表する

。

期　　日 開始時間 場　　所

平成29年10月８日
（日曜日） 午前10時00分

北九州市八幡東区平野一丁目６番１号
九州国際大学

福岡市城南区七隈八丁目19番１号
福岡大学

区　　　　　　　　　　　　分 問題数

介護支援分野

　介護保険制度に関する基礎知識に関すること。
　要介護認定及び要支援認定に関する基礎知識及び技能に関
すること。
　居宅サービス計画及び施設サービス計画に関する基礎知識
及び技能に関すること。

25問

保健医療福祉
サービス分野

　保健医療サービス分野に関する基礎知識及び技能に関する
こと

基礎
総合

15問
５問

　福祉サービスに関する基礎知識及び技能に関すること。 15問

合　　　　　　　　　　　　計 60問



第
３
８
９
６
号

福
岡

県
公

報
平
成
29
年
５
月
30
日
　
火
曜
日

3
　⑷　試験時間

　　　120分（点字受験者180分、弱視等受験者156分）とする。

３　受験手続及び受付期間

　⑴　受験の申込方法

ア　受験願書１部に次に掲げる書類及び写真（申込み前３月以内に撮影した上半身

、無帽、正面向き、縦４センチメートル、横３センチメートルのもの）並びに受

験手数料8,600円を添えて、郵便（簡易書留に限る。）で公益社団法人福岡県介護

支援専門員協会（郵便番号812－0016　福岡市博多区博多駅南二丁目９番30号。

以下「介護支援専門員協会」という。）へ提出すること。

ア　実務経験証明書

イ　受験資格のあることを証明する書類

イ　受験手数料8,600円は、福岡県領収証紙により納入すること。受験手数料は、申

込み受付後においては、申込みを取り消した場合又は試験を受けなかった場合で

も返還しない。

　⑵　受付期間

受験申込みの受付期間は、平成29年６月５日（月曜日）から平成29年７月５日（

水曜日）までとし、受付期間の最終日の消印のあるものまで受け付ける。

４　合格者の発表�

　　平成29年11月28日（火曜日）に受験者全員に対し、合否の通知を行う。

５　その他

受験手続その他の問合せは、介護支援専門員協会（直通電話092－431－4590）に対

して行うこと。郵便で申込要領の送付を希望する場合には、宛先及び郵便番号を明記

して250円切手を貼った返信用封筒（角型２号程度でＡ４判の用紙を折らずに入れられ

る大きさのもの）を必ず同封すること。

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成29年５月30日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

筑紫郡那珂川町中原六丁目53番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

筑紫郡那珂川町中原六丁目11番34号

井上　敏明

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成29年５月30日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

柳川市西蒲池字扇ノ内321番７、323番１、329番１、330番１、330番４、330・331番

合併５及び332番４

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外1338番地２

　　株式会社ソク卜

　　代表取締役　内田　芳治

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成29年５月30日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

大川市大字下林字西田310番３、319番１、319番２、319番４、323番１、323番４、

325番１及び330番並びに字京手861番２

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名
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３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　12名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

大川市大字下林310番地１

タンスのゲン株式会社

代表取締役　橋爪　福寿

福岡県公安委員会告示第155号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成29年５月30日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第３号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所�

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県

条例第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）

については、休講とする。

　⑵　追加取得講習

公安委員会

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成29年７月12日（水）から
同年７月20日（木）までの間

午前９時30分から午後４時35
分まで（最終日の講習につい
ては、午後０時10分までとし
、その後午後１時00分から修
了考査を実施する。）

北九州市門司区小森江三丁目
９番１号
福岡県警察警備員教育センタ
ー

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成29年７月18日（火）から
同年７月20日（木）までの間

午前９時30分から午後４時35
分まで（初日の講習は、午後
１時00分から開始し、最終日
の講習については、午後０時
10分までとし、その後午後１
時00分から修了考査を実施す
る。）

北九州市門司区小森江三丁目
９番１号
福岡県警察警備員教育センタ
ー
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　　　　ｄ　エに該当する者

旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は　受講

しなかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

平成29年６月12日（月）から同年６月14日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

北九州市門司区小森江三丁目９番１号

福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者�　

合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等
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6 　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成29年５月30日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第４号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所�

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県

条例第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）

については、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　講習最終日に修了考査（５枝択一式で、新規取得講習については40問、追加取得

講習については14問）を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。

⑸　本講習は、法第２条第１項第４号に係る講習と同時開催とする。

福岡県公安委員会告示第156号

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成29年７月19日（水）から
同年７月20日（木）までの間

午前９時30分から午後４時35
分まで（最終日の講習につい
ては、午後０時10分までとし
、その後午後１時00分から修
了考査を実施する。）

北九州市門司区小森江三丁目
９番１号
福岡県警察警備員教育センタ
ー

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成29年７月12日（水）から
同年７月20日（木）までの間

午前９時30分から午後４時35
分まで（４日目の講習は午後
０時10分まで、最終日の講習
は午後０時10分までとし、そ
の後午後１時00分から修了考
査を実施する。）

北九州市門司区小森江三丁目
９番１号
福岡県警察警備員教育センタ
ー
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7
ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　34,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　10,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　講習最終日に修了考査（５枝択一式で、新規取得講習については40問、追加取得

　⑴　新規取得講習

　　　６名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

受講申込時において、最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該

警備業務」という。）に従事した期間が通算して３年以上である者

　⑵　追加取得講習

受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、最近５年間に当該警備業務に従事した期間

が通算して３年以上の者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

平成29年６月12日（月）から同年６月14日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

北九州市門司区小森江三丁目９番１号

福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

　　　ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

　　　イ　前記４⑴に掲げる受講対象者に該当することを疎明する書面

ａ　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）

ｂ　履歴書

　　イ　追加取得講習
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8 　　機械警備業務管理者講習

２　講習の期日、時間及び場所

３　受講定員

　　38名

４　受講申込手続等

　⑴　受付期間

平成29年７月24日（月）から同年７月26日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

北九州市門司区小森江三丁目９番１号

福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

機械警備業務管理者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）　１通

※　申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写真を貼

付すること。

　⑷　講習受講手数料

　　　38,000円

　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講しな

かった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記４⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

講習については14問）を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。

⑸　本講習は、法第２条第１項第３号に係る講習と同時開催とする。

福岡県公安委員会告示第157号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第42条第２項第１号に規定す

る機械警備業務管理者講習（以下「講習」という。）を次のとおり実施するので、警備

員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公

安委員会規則第２号。以下「講習規則」という。）第13条において準用する同規則第２

条の規定により公示する。

　　平成29年５月30日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成29年８月８日（火）から
同年８月10日（木）までの間

午前９時30分から午後５時30
分まで（最終日の講習につい
ては、午後３時40分までとし
、その後修了考査を実施する
。）

北九州市門司区小森江三丁目
９番１号
福岡県警察警備員教育センタ
ー
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9
。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。

福岡県公安委員会告示第158号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成29年５月30日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　空港保安警備業務１級

　⑵　空港保安警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　空港保安警備業務１級

　⑵　空港保安警備業務２級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間

とし、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記４⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

５　講習修了証明書の交付等

⑴　講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　機械警備業務管理者講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パーセント

以上の成績を合格とする。）した者に対し、機械警備業務管理者講習修了証明書を

交付する。

６　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

⑵　講習に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

実　施　日 実施時間 実　　施　　場　　所

平成29年９月５日（火）
午前９時00分から
午後６時00分まで
の間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
　福岡県警察警備員教育センター

実　施　日 実施時間 実　　施　　場　　所

平成29年９月６日（水）
午前９時00分から
午後６時00分まで
の間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
　福岡県警察警備員教育センター



第
３
８
９
６
号

福
岡

県
公

報
平
成
29
年
５
月
30
日
　
火
曜
日

10 イ　手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査に関すること。

ウ　空港保安警備業務の管理に関すること。

エ　航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合におけ

る応急の措置に関すること。

　⑵　空港保安警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　乗客等の接遇に関すること。

エ　手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査に関すること。

オ　空港に関すること。

カ　航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合におけ

る応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　乗客等の接遇に関すること。

イ　手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査に関すること。

ウ　航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合におけ

る応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

平成29年８月21日（月）から同年８月23日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　　ア　住所地を管轄する警察署

　　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

４　受検資格

　⑴　空港保安警備業務１級

福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

　⑵　空港保安警備業務２級

福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法

検定は、学科試験及び実技試験により行う。

なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　空港保安警備業務１級　

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　乗客等の接遇に関すること。

エ　手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査に関すること。

オ　空港に関すること。

カ　空港保安警備業務の管理に関すること。

キ　航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合におけ

る応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　乗客等の接遇に関すること。
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11
ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

　　ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名

及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　空港保安警備業務１級及び２級　　16,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。




